
生 徒 心 得  

 

１ ． 服 装 に つ い て  

 ( 1 )  服 装 ・ 頭 髪 は 常 に 清 潔 に 保 ち 端 正 で あ  

る こ と 。   

 ( 2 )   制 服 を 着 用 す る こ と 。  

( 3 )  履 物 は 運 動 靴 ま た は 黒 の 皮 靴 を 用 い る  

こ と 。 た だ し 雨 天 に は 雨 靴 で も よ い 。  

( 4 )  上 履 き は 靴 ( ヒ モ な し ) 、 ま た は サ ン  

ダ ル と す る 。  

( 5 )  冬 期 、 オ ー バ ー コ ー ト 類 を 着 用 す る 場  

合 は 華 美 な も の は さ け る こ と 。  

( 6 )  夏 期 略 装 に つ い て  

  ( ｱ )  上 着 は 着 用 し な く て も よ い 。  

    ( ｲ )  ワ イ シ ャ ツ 類 は 白 と し 、 シ ャ ツ の す そ  

は ズ ボ ン の 内 側 入 れ る こ と 。  

    ( ｳ )  女 子 は 夏 の 制 服 と す る 。  

２ ． 校 内 生 活 に つ い て  

 ( 1 )  登 校 後 は 外 出 し な い こ と 。 や む を 得 ず  

外 出 す る 必 要 が 生 じ た 場 合 は Ｈ Ｒ 担 任 に  

   届 け 出 る こ と 。  

( 2 )  昼 食 は 教 室 ま た は 食 堂 で と り 、 後 始 末  

は 各 自 責 任 を も っ て 行 う こ と 。  

( 3 )  廊 下 は 静 か に 歩 く こ と 。  

( 4 )  校 内 に お け る 掲 示 、 印 刷 物 の 配 布 等 は  

  あ ら か じ め 係 に 届 け 出 て 許 可 を 得 る こ と 。  

( 5 )  自 分 の 所 属 す る 部 以 外 の 部 室 に は 入 ら な  

い こ と 。  



( 6 )  盗 難 予 防 に 注 意 し 、 所 持 品 に は 記 名 し  

  特 に 貴 重 品 の 保 管 に 気 を つ け る こ と 。 盗  

難 、 紛 失 の あ っ た 場 合 は 係 に 届 け 出 る こ と 。 

３ ． 郊 外 生 活 に つ い て  

 ( 1 )   高 校 生 と し て ふ さ わ し く な い 場 所 に 出  

入 り し な い こ と 。  

( 2 )  登 下 校 の 際 は 身 分 証 明 書 を 所 持 す る こ と 。 

( 3 )  夜 間 外 出 の 時 間 を 守 る こ と 。 ( 2 1 時 ま で  

  に は 帰 宅 す る )  

( 4 )  無 断 外 泊 を し な い こ と 。  

( 5 )  ア ル バ イ ト は 原 則 と し て 認 め な い 。 た  

だ し 、 事 情 に よ り ア ル バ イ ト を 行 う 場 合  

は 、 保 護 者 よ り Ｈ Ｒ 担 任 を 通 し て 係 に 届  

け 出 て 、 許 可 証 の 交 付 を 受 け る こ と 。  

( 6 )  道 路 交 通 法 を よ く 守 る こ と 。 事 故 ま た  

  は 違 反 行 為 が あ っ た 場 合 は 直 ち に Ｈ Ｒ 担  

任 に 届 け 出 る こ と 。  

( 7 )  祭 典 参 加 に つ い て  

   参 加 が 認 め ら れ て い る 祭 典 に は 所 定 の 手  

続 き を 経 て 参 加 す る こ と 。 他 は 参 加 し な い  

こ と 。  

( 8 )  旅 行 に つ い て  

  ( ｱ )  普 通 旅 行 の 場 合 は 、 Ｈ Ｒ 担 任 に 届 け  

出 、 所 定 の 手 続 き を と る こ と 。  

( ｲ )  登 山 ・ キ ャ ン プ ・ ス キ ー ・ ス ケ ー ト  

・ 海 外 旅 行 等 特 別 旅 行 の 場 合 は 、 Ｈ Ｒ  

 担 任 を 経 て 係 に 届 け 出 、 校 長 の 許 可 を    

得 る こ と 。  

 



( ｳ )  学 生 割 引 証 に つ い て は 不 正 使 用 の な  

よ う に 注 意 す る こ と 。  

４ ． 自 転 車 通 学 に つ い て  

 ( 1 )  自 転 車 通 学 は 「 自 転 車 通 学 願 」 に 記 入  

   し 、 届 け 出 る 。 自 転 車 保 険 に 入 ら な け れ ば  

な ら な い 。  

( 2 )  自 転 車 通 学 者 は 、 使 用 す る 自 転 車 に ス  

テ ッ カ ー を 車 体 の 所 定 の 位 置 に と り つ け  

る こ と 。  

( 3 )  自 転 車 置 場 に お い て は 、 自 己 の 定 め ら  

れ た 置 場 に 整 頓 し て 置 き 必 ず 施 錠 す る こ  

と 。  

( 4 )  放 課 後 、 や む を 得 ず 自 転 車 を 学 校 に 保  

管 す る 場 合 は 、 所 定 の 場 所 に 整 頓 し て お  

く こ と 。  

( 5 )  常 に ゆ と り を も っ て 登 校 し 、 自 転 車 の  

  二 人 乗 り 、 無 灯 火 乗 車 、 な が ら 乗 車 等 は 絶  

対 に し な い こ と 。  

( 6 )  そ の 他 、 係 の 指 示 に 従 う こ と 。  

５ ． そ の 他  

  高 校 生 と し て 良 識 に も と づ い て 行 動 す る  

こ と 。  

 

 

 

 

 


